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越前市弓道協会会則  

 

                            施行 平成 18 年 4 月 1 日   

                                                改訂 平成 19 年 4 月 1 日   

                                                改訂 平成 21 年 3 月 28 日 

                        改訂 平成 22 年 3 月 26 日 

                                                改訂 平成 24 年 3 月 24 日 

改訂 平成 29 年 3 月 18 日  

改訂 平成 31 年 3 月 16 日  

改訂   令和 3 年 3 月 27 日  

 

（名 称） 

第 1 条 この会は、越前市弓道協会（以下「本会」という）と称する。  

   2  事務所は越前市弓道場に置く  

 

（目 的） 

第 2 条 本会は、越前市内等の弓道愛好者及び団体により組織し、弓道修練を  

    通して、至誠と礼節を学び、心身ともに優れた人間を養うとともに、         

弓道の健全な普及発展を図り、もって越前市の体育、文化の進展に寄す  

ことを目的とする  

 

（事 業） 

第 3 条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

 （1）福井県弓道連盟に加盟する事。  

 （2）公益社団法人 越前市スポーツ協会に加盟する事。  

  （3）弓道に関する諸計画の立案及び実施計画並びに技術指導に関する事。  

 （4）越前市菊花杯弓道大会に関する事。  

 （5）各種弓道競技大会への参加に関する事。  

 （6）その他、本会の目的達成に必要な事項に関する事。  

 

（会 員） 

第 4 条 会員とは、会員名簿に登録されかつ会費を納入した者をいう。  

     会員の休会は、会長への届出により認める。  

 

    2  越前市以外に居住し、勤務その他の関係で当協会に入会するものは、    

会則に基づく会費を納入しなければならない。  

 

    3  休会者とは、会長に届出のあった者のほか 毎年 12 月末において、1 年    

以上会費を納入していない者に本人の確認をとり、休会者として福井県弓道

連盟に報告する。  
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 (名誉会員) 

第 5 条 名誉会員は 本会の発展に顕著な功績のあった者で  

会長が推薦し、役員会の同意を得て 総会の承認を受け決定される。  

 

  2  本会の名誉会員には、次の各号の事項が適用されるものとする。  

(1) 本会会費を免除する  

(2) 会議での議決権は有しない。  

 

（役 員） 

第 6 条 本会に、次の役員をおく。  

    会長  1 名・副会長  若干名・理事長  1 名・理事  若干名 

    会計  1 名・監事  2 名  

  2  本会には、名誉会長・顧問を置く事ができる。名誉会長・顧問は、会長が

役員会にはかり、委嘱する。  

 

（役員の任務）  

第 7 条 会長は、本会を代表して会務を総括する。  

   2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。  

   3 理事長は、役員会を掌握し、役員会の決議に基き会務を執行する。  

   4 理事は、本会の会務を分担し、重要事項を協議し執行する。  

   5 会計は、本会の経理事務を処理する。  

6 監事は、本会の会計事務を監査する。  

7 名誉会長・顧問は、会長の諮問に応え助言をなし、本会の振興発展に寄与

する。 

 

（役員の選出）  

第 8 条 会長、副会長及び監事は、総会において選出する。  

   2 理事長  及び  会計・理事は、会長が委嘱する。  

3 各理事の役割分担は、理事会の互選により決定し会長が委嘱する。  

 

（役員の任期等）  

第 9 条 役員の任期は、2 年とし再任を妨げない。  

  2 役員に欠員が生じた場合は、役員会により補充しその任期は前任者の    

残任期間とする。  

   3 前項に関して  会長は、その異動を次の総会において報告するものと          

する。 

 

（会 議） 

第 10 条 本会の会議は、総会  及び  役員会  並びに  理事会とし、会長がこれを  

     招集する。  
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   2 総会は、年 1 回開催し事業計画、予算並びに事業報告決算など重要事項        

を審議する。 

  3 会議の議事は、出席者の過半数の賛成をもって決する。  

   4 役員会は、必要に応じて開催し、本会運営に必要な事項の審蕃  及び  

    規則の制定、改廃を行う。  

    5 理事会は必要に応じて開催し、各理事の役割を審議し決定する。  

  6 前項の規則の制定・改廃に関しては、次の総会において承認を受ける    

ものとする。 

 

（会 計） 

第 11 条 本会の会計年度は、3 月 1 日から翌年 2 月末日までとする。  

    2 本会の経費は、入会金、会費、道場整備費、補助金、寄付金、その他         

の収入をもってあてる。  

 

（交通費  及び  慶弔）  

第 12 条 各種競技大会への参加者には、交通費を規則に基いて補助する。  

2 会員の結婚については結婚祝金を  会員  及び  会員の配偶者の死亡に  

ついては、弔慰金を規則に基いてそれぞれ給付する。  

 

（規則への委任）  

第 13 条   この会則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。  

 

 

（付則）この会則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。  

    この会則は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。  

    この会則は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。  

この会則は、平成 24 年 4 月 1 日から施行する。  

この会則は、平成 29 年 4 月 1 日から施行する。  

この会則は、平成 31 年 4 月 1 日から施行する。  

この会則は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。  
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入会金・等の徴収  及び  慶弔費・等  の給付に関する規定  

 

                         施行 平成 18 年 4 月 1 日   

                                                改訂 平成 19 年 4 月 1 日   

                                                改訂 平成 21 年 3 月 28 日 

                        改訂 平成 22 年 3 月 26 日 

                        改訂 平成 27 年 3 月 21 日 

改訂 令和 2 年 3 月 28 日  

 

（目 的） 

第 1 条 この規定は、越前市弓道協会会則（以下「会則」という。）の目的を  

    達成するため、越前市弓道協会会員（以下「会員」という。）に対す  

    る入会金等の徴収及び慶弔費等の給付に関して、必要な事項を定める  

    ことを目的とする。  

 

（入 会 金） 

第 2 条 新しく越前市弓道協会に入会しようとする者は、入会金として  

    1 人当たり 1,000 円  を会計に納入しなければならない。  

2 前項に従って入会した者は、脱会を除いて休会後もその効力は  

継続する。 

 

（会 費） 

第 3 条 会員は、会則  第 10 条 2 項  に定める会費等を出来るだけ早い時期に  

       別表 1 に従って会計に納入しなければならない。  

2 会則 4 条 2 項に定める者も、別表 1 に定める一般会費を納入しなければ  

ならない。 

     なお、別表 1 及び、別表 2・別表 3 は別紙の通りとする。  

  3  会員が、その年の途中において有段者となった場合は、昇段前の会費    

とする。 

    4  会則 4 条 1 項に定める会員に登録された後、休会の届けをその年の 6 月末       

までに行った者は、翌年の会費等を徴収しない。  

       それ以後の者については、県弓道連盟の登録料を納入しなければなら         

ない。 

 

（交   通   費   等）  

第 4 条 会則  第 11 条 1 項  に定める交通費を別表 2 の通り給付する。  

 

（慶 弔 費） 

第 5条 会則  第 11条 2項  に定める会員に関する慶弔費を別表 3の通り給付する。 
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  2 当年度の会費未納者であっても、前年度に会費を納入していれば、  

      会員として取り扱う。 

 

（雑 則） 

第 6 条 その他必要事項は、会長が定める。  

  2 前項における決定事項は、次の役員会に報告するものとする。  

 

 

（付則）この規定は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。  

     この規定は、平成 22 年 4 月 1 日から施行する。  

     この規定は、平成 27 年 4 月 1 日から施行する。  

この規定は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。  
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  表彰規定 

 

                         施行 平成 28 年 4 月 1 日   

 

(総則) 

第 1 条 この規定は、越前市弓道協会員(仁愛大学弓道部員を含む )を対象として  

行う表彰に係わる事項について定める。  

 

第 2 条 この規定は、越前市弓道協会員の模範となる者に対し、賞を授与し 

その功績を称えることを目的とする。  

 

(表彰の種類) 

第 3 条 表彰は、原則として次のものとする。各賞の受賞対象・条件などは 

付-1 に定める。  

 

１） 全国大会優秀賞  

２） 県内・地方大会優秀賞  

３） 年間最多出場賞  

４） 寒稽古皆勤賞・寒稽古精勤賞 

５） 月例射会年間最高得点賞・月例射会 10 射皆中賞 

６） 叙勲・褒章  

 

(受賞者の条件) 

第４条 受賞者は表彰の時点において、原則として越前市弓道協会員であるもの  

とする。 

 

(表彰の方法) 

第５条 表彰は越前市弓道協会総会において、表彰時点における越前市弓道協会  

会長名により行う。  

 

２ 受賞者には奨励賞を授与する。  

 

３ 受賞者は、表彰の種類・受賞者名を総会資料に掲載する。  

 

（雑 則） 

第６条 その他必要事項は、会長が定める。  

 

   ２ 前項における決定事項は、次の役員会に報告するものとする。  
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付-１ 各賞の受賞対象・条件  

賞の種類  受賞対象  及び  条件  

全国大会優秀賞  

・越前市弓道協会員が 全国大会・等で優秀な成績を  

収めた者を表彰する。  

・全国大会・等とは、全日本弓道連盟・全日本学生弓道

連盟・全国高校体育連盟  又は  他の団体等が主催  又

は  共催する弓道大会(射会)とする。 

・優秀な成績とは、団体・個人共に  

1 位(優勝)から 10 位までとする。  

県内・地方大会優秀賞  

・越前市弓道協会員が福井県弓道連盟主催大会・  

県内外の地方大会・等で優秀な成績を収めた者を  

表彰する。 

・県内外の地方大会・等とは、全日本弓道連盟に所属す

る弓道協会(連盟) 又は  他の団体等が主催  又は  共催

する弓道大会(射会)とする。  

・優秀な成績とは、個人 1 位(優勝) のみとする。  

年間最多出場賞  

・全越前市弓道協会員が参加対象となる大会・射会に  

 1 回出場するごとに点数 1 点を加算し、総会年度ごと

に集計を行い 最高得点を上げた者を表彰する。  

寒稽古皆勤賞  ・寒稽古に皆勤したものを、総会年度ごとに表彰する。 

寒稽古精勤賞  
・寒稽古に精勤したものを、総会年度ごとに表彰する。 

・精勤とは、寒稽古期間日数の 70％以上とする。  

月例射会年間最高得点賞  

・月例射会参加点を 1 点  

 優勝：3 点 2 位：2 点 3 位：1 点  とし、  

総会年度ごとに集計を行い 男女別に最高得点を  

上げた者を表彰する。  

月例射会 10 射皆中賞  

・総会年度内の月例射会において、10 射皆中した場合

に表彰する。 

 総会年度内に同一の者が、複数回  月例射会において

10射皆中した場合においても表彰は 1度のみとする。 

叙勲・褒章  

・会員が生存中において、叙勲又は褒章を拝受した者 

並びに  国  又は  県の弓道関係功労賞の表彰を受けた  

者を表彰する。  

 

 


